
昭
和
二
十
八
年
人
事
院
規
則
九―

七

人
事
院
規
則
九―

七
（
俸
給
等
の
支
給
）

人
事
院
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
に

基
き
、
人
事
院
規
則
九―

七
（
俸
給
等
の
支
給
）
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

人
事
院
規
則
九―

七
（
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
適

用
）

（
総
則
）

第
一
条
　
俸
給
等
の
支
払
は
、
別
に
定
め
る
も
の
の
ほ

か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
一
条
の
二
　
何
人
も
、
法
律
又
は
規
則
に
よ
つ
て
特
に

認
め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
職
員
の
給
与
か
ら
そ
の
職

員
が
支
払
う
べ
き
金
額
を
差
し
引
き
又
は
差
し
引
か
せ

て
は
な
ら
な
い
。

２
　
職
員
の
給
与
は
、
法
律
又
は
規
則
に
よ
つ
て
特
に
認

め
ら
れ
た
場
合
を
除
き
、
直
接
そ
の
職
員
に
支
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
条
の
三
　
各
庁
の
長
（
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
職
員
か
ら
申
出
が
あ
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
人
事
院
の
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
と

き
は
、
そ
の
者
に
対
す
る
給
与
の
全
部
を
そ
の
者
の
預

金
又
は
貯
金
へ
の
振
込
み
（
以
下
「
振
込
み
」
と
い

う
。
）
の
方
法
に
よ
つ
て
支
払
う
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
申
出
は
、
書
面
を
各
庁
の
長
に
提
出
し
て
行

う
も
の
と
す
る
。
申
出
を
変
更
す
る
場
合
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

３
　
前
項
の
書
面
に
は
、
振
込
み
を
受
け
る
預
金
又
は
貯

金
の
口
座
そ
の
他
振
込
み
の
実
施
に
必
要
な
事
項
（
申

出
を
変
更
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
変
更
し
よ
う
と
す

る
事
項
）
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
俸
給
の
支
給
）

第
一
条
の
四
　
給
与
法
第
九
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
俸
給

を
支
給
す
る
場
合
の
俸
給
の
支
給
定
日
は
、
別
表
上
欄

に
掲
げ
る
職
員
の
属
す
る
組
織
の
区
分
に
応
じ
て
同
表

下
欄
に
定
め
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
を
支
給
定
日

と
す
る
。

一
　
別
表
下
欄
に
定
め
る
日
が
日
曜
日
に
当
た
る
と

き
　
同
欄
に
定
め
る
日
の
前
々
日
（
そ
の
日
が
十
四

日
と
な
る
と
き
は
、
十
七
日
（
十
七
日
が
休
日
に
当

た
る
と
き
は
、
十
八
日
）
）

二
　
別
表
下
欄
に
定
め
る
日
が
土
曜
日
に
当
た
る
と

き
　
同
欄
に
定
め
る
日
の
前
日

三
　
別
表
下
欄
に
定
め
る
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
　

同
欄
に
定
め
る
日
の
翌
日
（
そ
の
日
が
十
九
日
と
な

る
と
き
は
、
十
五
日
）

第
一
条
の
五
　
各
庁
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
場
合
に
は
、
人
事
院
の
承
認
を
得
て
、
職
員

の
俸
給
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に
支
給
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

一
　
官
署
が
所
在
し
、
又
は
職
員
が
居
住
す
る
地
域

が
、
震
災
、
風
水
害
、
火
災
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
災
害
を
受
け
た
場
合

二
　
所
掌
事
務
の
遂
行
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

場
合

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
を
支
給
す
る
場
合
に
お
け

る
俸
給
の
支
給
定
日
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
指
令
で

定
め
る
。

第
一
条
の
六
　
各
庁
の
長
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
震
度
六
強
以
上
の
地
震
に
よ
る
災
害
に
際
し
災
害

救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
が
適
用

さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
内
に
官
署
が
所
在
し
、
又
は
職

員
が
居
住
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
の
日
の
属
す
る

月
か
ら
そ
の
翌
々
月
ま
で
の
間
、
当
該
区
域
内
に
所
在

す
る
官
署
に
勤
務
し
、
又
は
居
住
す
る
職
員
の
俸
給
の

月
額
の
半
額
ず
つ
を
月
二
回
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

２
　
第
一
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給

を
支
給
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に

お
い
て
、
同
条
中
「
同
表
下
欄
に
定
め
る
日
」
と
あ
る

の
は
「
同
表
下
欄
に
定
め
る
日
（
各
庁
の
長
が
必
要
と

認
め
る
と
き
は
、
そ
の
日
前
七
日
以
内
に
お
い
て
、
日

曜
日
、
土
曜
日
及
び
休
日
を
除
き
、
各
庁
の
長
が
定
め

る
日
）
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
十
四
日
と
な
る
と
き

は
、
十
七
日
（
十
七
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
十

八
日
）
」
と
あ
る
の
は
「
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
同

欄
に
定
め
る
日
か
ら
三
日
前
の
日
」
と
、
同
条
第
二
号

中
「
前
日
」
と
あ
る
の
は
「
前
日
（
そ
の
日
が
休
日
に

当
た
る
と
き
は
、
同
欄
に
定
め
る
日
の
前
々
日
）
」
と
、

同
条
第
三
号
中
「
十
九
日
と
な
る
と
き
は
、
十
五
日
」

と
あ
る
の
は
「
土
曜
日
に
当
た
る
と
き
は
、
同
欄
に
定

め
る
日
の
前
日
」
と
、
別
表
中
「
十
六
日
」
と
あ
る
の

は
「
八
日
及
び
二
十
三
日
」
と
、
「
十
七
日
」
と
あ
る

の
は
「
九
日
及
び
二
十
四
日
」
と
、
「
十
八
日
」
と
あ

る
の
は
「
十
日
及
び
二
十
五
日
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

３
　
各
庁
の
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
俸
給
を
支
給

し
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
状
況
を
人
事
院
に

報
告
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
　
月
若
し
く
は
給
与
法
第
九
条
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
各
期
間
（
以
下
「
給
与
期
間
」
と
い
う
。
）
中
俸

給
の
支
給
定
日
後
に
お
い
て
新
た
に
職
員
と
な
つ
た
者

及
び
給
与
期
間
中
俸
給
の
支
給
定
日
前
に
お
い
て
離
職

し
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
そ
の
際
俸
給
を
支
給
す

る
。

第
三
条
　
職
員
が
そ
の
所
属
す
る
俸
給
の
支
給
義
務
者
を

異
に
し
て
移
動
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
発
令
の
前
日

ま
で
の
分
の
俸
給
は
、
そ
の
給
与
期
間
の
現
日
数
か
ら

勤
務
時
間
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
週
休
日
並
び

に
同
条
第
三
項
及
び
勤
務
時
間
法
第
八
条
第
二
項
に
お

い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
く
勤
務
時
間
を
割
り
振
ら
な
い
日
の
日
数
の
合
計
日

数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
基
礎
と
し
た
日
割
に
よ
る
計

算
（
以
下
「
日
割
計
算
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
そ
の
者

が
従
前
所
属
し
て
い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て

支
給
し
、
発
令
の
当
日
以
降
の
分
の
俸
給
は
、
そ
の
者

の
そ
の
月
に
受
け
る
俸
給
額
か
ら
そ
の
者
が
従
前
所
属

し
て
い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
既
に
支
給
さ

れ
た
額
を
差
し
引
い
た
額
を
、
そ
の
者
が
新
た
に
所
属

す
る
こ
と
に
な
つ
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て
支

給
す
る
。

２
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
者
が
従
前
所
属
し
て

い
た
俸
給
の
支
給
義
務
者
は
、
そ
の
移
動
が
給
与
期
間

中
俸
給
の
支
給
定
日
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
俸
給

を
支
給
し
、
そ
の
者
が
新
た
に
所
属
す
る
こ
と
と
な
つ

た
俸
給
の
支
給
義
務
者
は
、
そ
の
移
動
が
給
与
期
間
中

俸
給
の
支
給
定
日
後
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
際
俸
給
を

支
給
す
る
。

第
四
条
　
職
員
が
、
職
員
又
は
そ
の
収
入
に
よ
つ
て
生
計

を
維
持
す
る
者
の
出
産
、
疾
病
、
災
害
、
婚
礼
、
葬
儀

そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
非
常
の
場
合
の
費
用
に
充
て

る
た
め
に
俸
給
を
請
求
し
た
場
合
に
は
、
給
与
期
間
中

俸
給
の
支
給
定
日
前
で
あ
つ
て
も
、
請
求
の
日
ま
で
の

俸
給
を
日
割
計
算
に
よ
り
そ
の
際
支
給
す
る
。

第
五
条
　
職
員
が
給
与
期
間
の
中
途
に
お
い
て
次
の
各
号

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
の
給
与
期

間
の
俸
給
は
、
日
割
計
算
に
よ
り
支
給
す
る
。

一
　
休
職
に
さ
れ
、
又
は
休
職
の
終
了
に
よ
り
復
職
し

た
場
合

二
　
法
第
百
八
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

許
可
（
以
下
「
専
従
許
可
」
と
い
う
。
）
を
受
け
、

又
は
専
従
許
可
の
有
効
期
間
の
終
了
に
よ
り
復
職
し

た
場
合

三
　
派
遣
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
、
又
は
派
遣
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た

場
合

四
　
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を

始
め
、
又
は
育
児
休
業
の
終
了
に
よ
り
職
務
に
復
帰

し
た
場
合

五
　
交
流
派
遣
（
官
民
人
事
交
流
法
第
二
条
第
三
項
に

規
定
す
る
交
流
派
遣
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
さ

れ
、
又
は
交
流
派
遣
後
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

六
　
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
当
該
派
遣
後
職
務
に
復
帰
し

た
場
合

七
　
自
己
啓
発
等
休
業
（
自
己
啓
発
等
休
業
法
第
二
条

第
五
項
に
規
定
す
る
自
己
啓
発
等
休
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
始
め
、
又
は
自
己
啓
発
等
休
業
の
終

了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

八
　
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法

律
第
二
十
五
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く

は
第
八
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
、
又
は
当
該
派
遣
後
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

九
　
配
偶
者
同
行
休
業
（
配
偶
者
同
行
休
業
法
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
同
行
休
業
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
を
始
め
、
又
は
配
偶
者
同
行
休
業
の
終

了
に
よ
り
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

十
　
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
当
該
派
遣
後
職

務
に
復
帰
し
た
場
合

十
一
　
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
十
五
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
又
は
当
該
派
遣

後
職
務
に
復
帰
し
た
場
合

十
二
　
停
職
に
さ
れ
、
又
は
停
職
の
終
了
に
よ
り
職
務

に
復
帰
し
た
場
合

２
　
給
与
期
間
の
初
日
か
ら
引
き
続
い
て
休
職
に
さ
れ
、

専
従
許
可
を
受
け
、
派
遣
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
派
遣
さ
れ
、
育
児
休
業
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り

育
児
休
業
を
し
、
交
流
派
遣
を
さ
れ
、
法
科
大
学
院
派

遣
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
自

己
啓
発
等
休
業
を
し
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第

四
十
八
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
九
条
の
三
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
配
偶
者
同
行
休
業
を

し
、
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
二
十
五
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
令
和
九
年
国
際
園
芸
博

覧
会
特
措
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
、
又
は
停
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
が
、
俸
給
の
支
給

定
日
後
に
復
職
し
、
又
は
職
務
に
復
帰
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
給
与
期
間
中
の
俸
給
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

（
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当
及
び

専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
の
支
給
）

第
六
条
　
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
本
府
省
業
務
調
整
手
当

及
び
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
は
、
俸
給
の
支
給
方

法
に
準
じ
て
支
給
す
る
。

第
七
条
　
職
員
が
、
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の

全
日
数
に
わ
た
つ
て
勤
務
し
な
か
つ
た
場
合
（
給
与
法

第
二
十
三
条
第
一
項
の
場
合
及
び
公
務
上
の
負
傷
若
し

く
は
疾
病
若
し
く
は
補
償
法
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る

通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
（
派
遣
法
第
三
条
に

1



規
定
す
る
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
負
傷
若
し

く
は
疾
病
又
は
補
償
法
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
通
勤

に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
を
含
む
。
）
又
は
官
民
人

事
交
流
法
第
十
六
条
、
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
九
条

（
法
科
大
学
院
派
遣
法
第
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
福
島
復
興
再
生
特
別
措
置
法
第
四
十

八
条
の
九
若
し
く
は
第
八
十
九
条
の
九
、
令
和
三
年
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
特
措
法
第
二
十
三

条
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
特
措

法
第
十
条
、
令
和
七
年
国
際
博
覧
会
特
措
法
第
三
十
一

条
若
し
く
は
令
和
九
年
国
際
園
芸
博
覧
会
特
措
法
第
二

十
一
条
の
規
定
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
規

定
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
給
与
法
第
二
十
三
条
第
一
項

及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
公
務
と
み
な

さ
れ
る
業
務
に
係
る
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若

し
く
は
特
定
規
定
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し

く
は
疾
病
に
よ
り
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
か
つ
た
場
合

を
除
く
。
）
は
、
俸
給
の
特
別
調
整
額
、
本
府
省
業
務

調
整
手
当
及
び
専
門
ス
タ
ッ
フ
職
調
整
手
当
は
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
初
任
給
調
整
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、

研
究
員
調
整
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
）

第
七
条
の
二
　
初
任
給
調
整
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異

動
手
当
、
研
究
員
調
整
手
当
及
び
特
地
勤
務
手
当
（
給

与
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
含
む
。
）
は
、

俸
給
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給
す
る
。

（
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
の
支
給
）

第
八
条
　
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当

は
、
俸
給
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
俸
給
の
支
給
定
日
ま
で
に
こ
れ
ら
の
給
与
に
係
る

事
実
が
確
認
で
き
な
い
等
の
た
め
、
そ
の
日
に
支
給
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
日
後
に
支
給
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

２
　
職
員
が
そ
の
所
属
す
る
俸
給
の
支
給
義
務
者
を
異
に

し
て
移
動
し
た
場
合
に
お
け
る
そ
の
移
動
し
た
日
の
属

す
る
月
の
扶
養
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当

は
、
前
項
本
文
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
月
の
初

日
に
職
員
が
所
属
す
る
俸
給
の
支
給
義
務
者
に
お
い
て

支
給
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
職
員
の
移
動
が
そ

の
月
の
俸
給
の
支
給
定
日
（
そ
の
月
が
俸
給
の
月
額
の

半
額
ず
つ
を
月
二
回
に
支
給
す
る
月
で
あ
る
場
合
に
あ

つ
て
は
、
後
の
俸
給
の
支
給
定
日
）
前
で
あ
る
と
き

は
、
そ
の
際
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

第
九
条
及
び
第
十
条
　
削
除

（
特
殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
夜
勤

手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の

支
給
）

第
十
一
条
　
特
殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日

給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
は
、
一
の
給
与
期
間
の
分
を
次
の
給
与
期
間
に

お
け
る
俸
給
の
支
給
定
日
に
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
交

通
不
便
に
よ
り
規
則
九―

五
（
給
与
簿
）
の
規
定
に
よ

る
勤
務
時
間
の
報
告
が
遅
れ
る
場
合
等
で
、
そ
の
日
に

お
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
日

後
に
お
い
て
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
、
そ

の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
指
令
で
別
の
取

扱
い
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
職
員
が
勤
務
時
間
法
第
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
指
定
さ
れ
た
超
勤
代
休
時
間
に
勤
務
し
た
場
合

に
お
い
て
支
給
す
る
当
該
超
勤
代
休
時
間
の
指
定
に
代

え
ら
れ
た
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
超
過
勤
務
手

当
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
次
の
」
と
あ
る
の
は
、
「
勤
務
時
間
法
第
十
三
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
超
勤
代
休
時
間
が
指
定
さ

れ
た
日
の
属
す
る
給
与
期
間
の
次
の
」
と
す
る
。

３
　
規
則
九―

三
〇
（
特
殊
勤
務
手
当
）
第
七
条
に
規
定

す
る
航
空
手
当
、
同
規
則
第
十
四
条
に
規
定
す
る
放
射

線
取
扱
手
当
及
び
規
則
九―

一
五
（
宿
日
直
手
当
）
第

二
条
第
三
項
（
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
宿
日
直
手
当
に
つ
い
て
は
、

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
の
月
の
分
を
翌
月

の
俸
給
の
支
給
定
日
（
そ
の
月
が
俸
給
の
月
額
の
半
額

ず
つ
を
月
二
回
に
支
給
す
る
月
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て

は
、
先
の
俸
給
の
支
給
定
日
）
に
支
給
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
は
、
同
項
た
だ
し
書
の
規
定
を
準
用
す

る
。

第
十
二
条
　
特
殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日

給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
は
、
前
条
第
一
項
本
文
（
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
職
員
が
第
四
条
に
規
定
す
る
非
常

の
場
合
の
費
用
に
充
て
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
そ
の
日
ま
で
の
分
を
そ
の
際
支
給
す
る
も
の
と

し
、
職
員
が
そ
の
所
属
す
る
俸
給
の
支
給
義
務
者
を
異

に
し
て
移
動
し
又
は
離
職
し
若
し
く
は
死
亡
し
た
場
合

に
は
、
そ
の
移
動
し
又
は
離
職
し
若
し
く
は
死
亡
し
た

日
ま
で
の
分
を
そ
の
際
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

と
す
る
。

（
雑
則
）

第
十
三
条
　
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
俸
給
、

俸
給
の
特
別
調
整
額
、
初
任
給
調
整
手
当
、
扶
養
手

当
、
特
殊
勤
務
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日
給
、
夜

勤
手
当
及
び
宿
日
直
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
事
務
総
長
が
定
め
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
一
日
人
事
院

規
則
九―

七―

一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
二
五
日
人
事
院
規

則
九―

七―

二
）

こ
の
規
則
は
、
昭
和
六
十
一
年
八
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
昭
和
六
三
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則

九―

七―

三
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
人
事
院
規
則

九―

七
第
一
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
給
与
の

全
部
又
は
一
部
を
振
込
み
の
方
法
に
よ
り
支
払
わ
れ
て

い
る
職
員
及
び
同
項
の
申
出
を
行
つ
て
い
る
職
員
に
つ

い
て
は
、
改
正
後
の
人
事
院
規
則
九―

七
第
一
条
の
三

第
一
項
の
申
出
が
あ
つ
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
二
月
一
五
日
人
事
院
規
則

九―

八
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則

九―

七―

四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
一
二
月
二
六
日
人
事
院
規

則
九―

七―

五
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
一
二
月
二
四
日
人
事
院
規

則
九―

九
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
一
月
一
七
日
人
事
院
規
則

一―

一
八
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
七
月
二
七
日
人
事
院
規
則

一―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
月
三
一
日
人
事
院
規
則

一―

二
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
一
二
月
一
〇
日
人
事
院
規

則
九―

一
〇
五
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
本
則
の
規

定
及
び
改
正
後
の
規
則
九―

七
の
規
定
は
、
平
成
九
年

四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
六
月
二
二
日
人
事
院
規

則
九―

七―

六
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院

規
則
九―

七―

七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
三
月
二
一
日
人
事
院
規

則
一―

二
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
七
月
一
四
日
人
事
院
規

則
一―

三
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院

規
則
一―

三
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
七
月
二
五
日
人
事
院
規

則
九―

七―

八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
月
一
四
日
人
事
院
規

則
一―

三
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
四
月
九
日
人
事
院
規
則

九―

七―

九
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
〇
月
一
日
人
事
院
規

則
一―

四
〇
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
五
年
一
二
月
二
六
日
人
事
院

規
則
九―

二
四―

一
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
四
月
一
日
人
事
院
規
則

九―

七―

一
〇
）

2



こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
六
年
一
〇
月
二
八
日
人
事
院

規
則
九―

七―

一
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

一―
四
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

九―

七―

一
二
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規

則
九―

七―

一
三
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
二
月
一
五
日
人
事
院

規
則
一―

四
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
一
月
九
日
人
事
院
規
則

一―

四
七
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
三
月
三
〇
日
人
事
院
規

則
九―

三
〇―

五
九
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
〇
日
人
事
院
規

則
一―

四
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
七
月
二
〇
日
人
事
院
規

則
九―

三
〇―

六
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
九
年
八
月
三
一
日
人
事
院
規

則
九―

七―

一
四
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
九
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

五
一
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
〇
年
八
月
一
日
人
事
院
規
則

九―

七―

一
五
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
二
月
二
日
人
事
院
規
則

九―

一
二
三
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
九
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

五
五
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
一
年
一
一
月
二
日
人
事
院
規

則
九―

七―

一
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
二
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
二
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

九―

九
七―

一
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
一
一
月
三
〇
日
人
事
院

規
則
九―
七―

一
七
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
四
年
九
月
一
九
日
人
事
院
規

則
一―

五
八
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
一
二
月
二
七
日
人
事
院

規
則
九―

七―

一
八
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
六
年
二
月
一
三
日
人
事
院
規

則
一―

六
〇
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
二
月
二
十
一
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
六
年
五
月
二
九
日
人
事
院
規

則
一―

六
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
六
年
法
律
第
二
十
二
号
）
の

施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規

則
一―

六
六
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
二
十
五
日
か
ら

施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
七
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院

規
則
九―

七―

一
九
）

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。附

　
則
　
（
平
成
二
九
年
五
月
一
九
日
人
事
院
規

則
一―

七
〇
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
二
月
一
日
人
事
院
規
則

一―

七
一
）
　
抄

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
五
月
二
三
日
人
事
院
規
則

一―

七
三
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
月
七
日
人
事
院
規
則
九

―

七―

二
〇
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
六
月
一
二
日
人
事
院
規
則

一―

七
五
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
二
年
一
二
月
二
八
日
人
事
院
規

則
一―

七
六
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
九
月
一
日
人
事
院
規
則
一

―

七
七
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
六
月
二
四
日
人
事
院
規
則

一―

八
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
七
月
一
日
人
事
院
規
則
九

―

七―

二
一
）

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
五
年
三
月
三
一
日
人
事
院
規
則

九―

七―

二
二
）

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
令
和
六
年
三
月
二
九
日
人
事
院
規
則

一―

八
二
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。
た
だ
し
、
次
条
及
び
附
則
第
四
条
の
規
定
は
公

布
の
日
か
ら
、
第
五
条
の
規
定
並
び
に
第
十
一
条
中
規

則
一
五―

一
四
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
規
則
中
第
一

条
の
二
を
第
一
条
の
三
と
し
、
第
一
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
及
び
同
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
三

号
の
改
正
規
定
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

（
雑
則
）

第
四
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
令
和
五
年
改

正
法
及
び
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置

は
、
人
事
院
が
定
め
る
。

別
表
（
第
一
条
の
四
関
係
）

職
員
の
属
す
る
組
織
の
区
分

支
給
定
日

会
計
検
査
院

十
六
日

人
事
院

内
閣
（
内
閣
府
及
び
デ
ジ
タ
ル
庁
を
除
く
。
）

内
閣
府
本
府

宮
内
庁

公
正
取
引
委
員
会

国
家
公
安
委
員
会

個
人
情
報
保
護
委
員
会

カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会

金
融
庁

消
費
者
庁

こ
ど
も
家
庭
庁

デ
ジ
タ
ル
庁

総
務
省
（
公
害
等
調
整
委
員
会
を
除
く
。
）

公
害
等
調
整
委
員
会

法
務
省

外
務
省

財
務
省

文
部
科
学
省

十
七
日

厚
生
労
働
省

十
六
日

農
林
水
産
省

経
済
産
業
省
（
特
許
庁
及
び
中
小
企
業
庁
を

除
く
。
）

十
八
日

特
許
庁

十
七
日

中
小
企
業
庁

国
土
交
通
省

十
六
日

環
境
省
（
原
子
力
規
制
委
員
会
を
除
く
。
）

原
子
力
規
制
委
員
会

十
八
日

防
衛
省
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